
令
和
元
年
内
閣
府
令
第
四
号

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実

現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す

る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年

法
律
第
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
四
号
、

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇

り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
一
条
　
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を

実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
（
法
第
一
条
に
規
定

す
る
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別
記
様
式

第
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、

こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
（
法
第
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
工
程
表
及
び
そ
の
内
容
を
説
明
し

た
文
書

二
　
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
い
た
同
条
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者
の
意

見
の
概
要

三
　
法
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
て

い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
内
水
面
さ
け
採
捕
事
業
（
法
第
十
条
第
五
項
に

規
定
す
る
内
水
面
さ
け
採
捕
事
業
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
実
施
す
る
区
域
を
表
示
し
た
縮
尺
二

万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図

ロ
　
内
水
面
さ
け
採
捕
事
業
に
使
用
す
る
漁
具
の
図

面
及
び
当
該
漁
具
の
使
用
方
法
を
説
明
し
た
文
書

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣

が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
条
　
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
名
称

二
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
交
付
金
（
第
四
条
第
二
号

及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を

充
て
て
行
う
事
業
の
内
容
、
期
間
及
び
事
業
費

三
　
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
が
法
第
十
条
第
九
項

各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る

理
由

四
　
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
目
標
の
達
成
状
況

に
係
る
評
価
に
関
す
る
事
項

五
　
法
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る

場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
に
よ
り

採
取
す
る
林
産
物
の
種
類
、
当
該
林
産
物
を
採
取
す

る
場
所
、
当
該
事
業
の
必
要
性
そ
の
他
の
内
閣
総
理

大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

六
　
法
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る

場
合
に
は
、
内
水
面
さ
け
採
捕
事
業
を
実
施
す
る
期

間
、
当
該
内
水
面
さ
け
採
捕
事
業
に
使
用
す
る
漁
具

そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣

が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ア
イ
ヌ
施

策
推
進
地
域
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

市
町
村
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
第
一
条

各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
当
該
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地

域
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の

を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な

変
更
）

第
四
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
市
町
村
の
名
称
の
変
更

二
　
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
の
期
間
に
影
響
を
与

え
な
い
場
合
に
お
け
る
計
画
期
間
（
法
第
十
条
第
二

項
第
三
号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
を
い
う
。
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
六
月
以
内
の
変
更

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ア
イ
ヌ
施
策
推

進
地
域
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
内
閣
総
理
大

臣
が
認
め
る
変
更

（
交
付
金
の
交
付
の
方
法
等
）

第
五
条
　
交
付
金
は
、
交
付
金
を
充
て
て
認
定
ア
イ
ヌ
施

策
推
進
地
域
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
法
第
十
条
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
お
う
と
す

る
年
度
ご
と
に
、
認
定
市
町
村
の
申
請
に
基
づ
き
、
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
交
付
金
の
交
付
の
対

象
と
な
る
事
業
又
は
事
務
、
交
付
金
の
交
付
の
手
続
、

交
付
金
の
経
理
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、

内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
五
月
二

十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
八
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）

別記様式第１（第１条関係）

アイヌ施策推進地域計画認定申請書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

市町村長の氏名

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第10条第１項の

規定に基づき、アイヌ施策推進地域計画について認定を申請します。

アイヌ施策推進地域計画

１ アイヌ施策推進地域計画の名称

２ アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称

３ アイヌ施策推進地域計画の目標

４ アイヌ施策の推進に必要な事業に関する事項

４－１ アイヌ文化の保存又は継承に資する事業

４－２ アイヌの伝統等に関する理解の促進に資する事業

４－３ 観光の振興その他の産業の振興に資する事業

４－４ 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業

５ 計画期間

６ 法第15条第１項の交付金を充てて行う事業の内容、期間及び事業費

７ アイヌ施策推進地域計画が法第10条第９項各号に掲げる基準に適合すると認められる理由

８ 目標の達成状況に係る評価に関する事項

９ 法第10条第４項に規定する事項を記載する場合には、法第10条第４項に規定する事業の実施に

より採取する林産物の種類、当該林産物を採取する場所、当該事業の必要性その他の内閣総理大

臣が必要と認める事項

10 法第10条第５項に規定する事項を記載する場合には、内水面さけ採捕事業を実施する期間、当

該内水面さけ採捕事業に使用する漁具その他の内閣総理大臣が必要と認める事項

別
記
様
式
第
２
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第２（第３条関係）

アイヌ施策推進地域計画の変更の認定申請書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

市町村長の氏名

年 月 日付けで認定を受けたアイヌ施策推進地域計画について下記のとおり変更したい

ので、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第11条第１

項の規定に基づき、認定を申請します。

記

変 更 事 項

変 更 前 の 内 容

変 更 後 の 内 容

1


